
バイオ炭とは

バイオ炭を農地土壌へ施用することで、難分解性の炭素を土壌に貯留する活動を対象とする。
「バイオ炭」とは、「燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマス
を加熱して作られる固形物」と定義（2019年改良IPCＣガイドラインに基づく）。
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製紙汚泥・下水汚泥由来のバイオ炭で取り組みは初めて！



何故？バイオ炭がCO2削減になるのか

炭にして固めた炭素を土中に埋めれば、微生物に分解されず長期
間（半減期は120年～1万年と言われている）炭素のまま地中にと
どめておくことができる。この考え方を炭素貯留といい、大気中
のCO2を削減（除去）する新たな方法として近年注目されている。
炭は多孔質構造であり土壌改良材としての機能がある、土壌に小
さな空間が生じ農作物の根の生育促進や肥料分の吸収率の増加な
ど農地に混ぜ込めば作物にとっても非常に有益で あ る 。
これがバイオ炭農地施用という、新たなCO2削減の取り組みの柱
となる考えだ。

原料比率によってバイオ炭の比率が決定する
製紙汚泥・下水汚泥由来の原料は約５０％程度と
なり利用する炭化物の５０％がバイオ炭として認定
される。

炭化物には粒度が沢山あるが、今回利用したの
は廃棄処分されていた0.5ｍｍ～20ｍｍを利用
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バイオ炭の施用に係る条件

条件１：バイオ炭を、農地法第２条に定める「農地」又は「採草放牧地」における鉱質 の土壌に施用すること。
条件２：燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度で焼成されていること。
条件３：バイオ炭の原料は、国内産のものであること。
条件４：バイオ炭の原料は、未利用の間伐材など他に利用用途がないものであること。

（燃料用炭の副生物も条件を満たす）
条件５：バイオ炭の原料には、塗料、接着剤等が含まれていないこと。 （１）適
クレジット認証に当たり、適用条件を満たすことを確認する必要があるため、確認結果を示す資料は必ず記録・保存が必要。
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炭化物（バイオ炭）を混合した堆肥化試験（鳥取県畜産試験場）

バイオ炭を牛糞堆肥に炭化物（バイオ炭としては約５０％）を混ぜ
る（2023年9月）
試験内容：堆肥約２ｔに対して炭化物２５％（５００ｋｇ）と

12.5％（２５０ｋｇ）を混入させた
鳥取県畜産試験場にて、水分調整・臭気低減・温度変化を試験
堆肥を土壌に散布して土壌分析し植物の収量への影響を試験

バイオ炭を混入させた堆肥か
らは悪臭が軽減し2週間後に
は廃汁が抑えられた

対照区

試験区
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炭化物（バイオ炭）を混合した堆肥化温度の推移

40

45

50

55

60

65

70

9/11 9/21 10/1 10/11 10/21 10/31

深さ６０ｃｍ

A）12.5％区 B）25.0％区 C）対照区

試験区B)は対象区と比較して10日以上早く
良好な発酵の目安となる60℃に到達した
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堆肥化後（5ケ月）の成分分析結果

試験区
（25.0%）

試験区
（12.5%）対象区検査項目

9.709.6011.80水分

8.308.208.10ｐH

4.085.014.00EC（ｍS/cm）

1.471.601.38窒素全量（DM換算）

8.808.243.00りん酸全量（DM換算）

1.852.302.89加里全量（DM換算）

22.0020.9025.70CN比（DM換算）

16

分析方法：水分 乾燥減量法 ｐH EC電極法 窒素 炭素 CNコーダー法
リン酸 ﾊﾞﾅﾄﾞﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ法 加里 原子吸光法
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条件１農地の確認

プロジェクトに賛同して、自給飼料率の高い酪農家4戸で実施。
約90haの農地に堆肥を散布する予定。
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永続性担保の覚書について

土地の所有者に対して10年間は農地転用しない覚書を交わす必要がある。
【課題】
採草放牧地は借地がほとんどで、その所有者が多数であるため確認を取ることが難しい
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農地基本台帳の写し

農地基本台帳には
賃貸期間は、農地として利用すると
想定しうる
（そのため別添え２の覚書をこちら
の書類で代用する形にて申請した
い）
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農地基本台帳を基にした一覧表を作成

〇農地基本台帳で利用権の設定期間を確認し、その期間は放牧採草地として利用することが想
定される。
賃借期間が終了する場合、再度契約を結ぶ必要があるが、農地施用後10年を超えるよう設定し
てもらうことが望ましい。
〇2025年11月に、バイオ炭を施用した農地、施用月日、施用量を調査し一覧を作成する。
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